
国
民
健
康
保
険
証
・
資
格
確
認
書

を
一
斉
更
新

　
市
で
は
、
保
険
証
や
資
格
確
認
書
、

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
と
い
っ
た
国
民

健
康
保
険
に
関
す
る
資
格
書
類
を
8
月

1
日
㈮
に
一
斉
更
新
し
ま
す
。
国
民
健

康
保
険
加
入
者
の
マ
イ
ナ
保
険
証（
健

康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
さ
れ
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）の
有
無
に
応
じ
て
、

新
し
い
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
を
、
7
月
中
に
郵
送
し
ま

す
。

　
新
し
い
資
格
確
認
書
は
簡
易
書
留
で

送
付
し
ま
す
。
配
達
時
に
不
在
の
場
合

は
、「
郵
便
物
ご
不
在
連
絡
票
」
が
投と
う

函か
ん

さ
れ
、
資
格
確
認
書
は
郵
便
局
で
1

週
間
保
管
さ
れ
ま
す
。
保
管
期
間
が
過

ぎ
た
後
は
保
険
年
金
課（
市
役
所
1
階
）

で
保
管
し
ま
す
の
で
、
官
公
署
が
発
行

し
て
い
る
写
真
付
き
の
本
人
確
認
が
で

き
る
物
を
持
っ
て
受
け
取
り
に
来
て
く

だ
さ
い
。

　
新
し
い
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は
、

普
通
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
す
で
に
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
が
手
元
に
あ
り
、

記
載
内
容
に
変
更
が
な
い
人
に
は
、
新

た
に
送
付
し
ま
せ
ん
。

納
入
通
知
書
を
発
送

　
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）を
納
付

書
や
口
座
振
替
な
ど
で
納
付
す
る
世
帯

主
に
は
7
月
14
日
㈪
に
、
年
金
か
ら
直

接
引
き
落
と
す
特
別
徴
収
で
納
付
し
て

い
る
世
帯
主
に
は
7
月
18
日
㈮
に
、
そ

れ
ぞ
れ
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

令
和
7
年
度
の

国
保
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
し
た

　
国
保
税
は
、
医
療
費
な
ど
に
充
て
ら

れ
る
基
礎
課
税
分
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
課
税
分
、
40
〜
64
歳
の
人
に
課
税

さ
れ
る
介
護
納
付
金
課
税
分
に
分
か
れ
、

そ
の
合
計
額
が
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　
市
で
は
、
年
々
増
加
し
て
い
る
保
険

給
付
費
や
将
来
的
な
県
内
保
険
税
率
の

統
一
化
に
対
応
す
る
た
め
、
令
和
6
年

度
か
ら
国
保
税
の
税
率
の
見
直
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
7
年
度
の
税
率

は
上
表
の
通
り
で
す
。

　
国
保
税
の
税
率
は
、
県
に
よ
っ
て
市

資
格
書
類
の
更
新
と
税
率
の
改
正

不 足 が 見 込 ま れ る

介 護 人 材

自 主 防 災 組 織 の 結 成 で

高 ま る 地 域 防 災 力

災 害 時 の 避 難 行 動

国
民
健
康
保
険

市
で
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
応
じ
て
、
新
し
い
資
格
確
認
書
ま

た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
7
月
中
に
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
令
和

7
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を
変
更
し
ま
し
た
。

国民健康保険税の税率
　所得割率は所得に対する税率、均等割額は1人当たりの金額、平等割額は1世
帯当たりの金額。

初めての人は事前に登録を
マイナ保険証
　医療機関・薬局などで、マイナン
バーカードを保険証として利用するに
は、事前に登録が必要です。
　くわしくはマイナポータル特設ペー
ジで確認してください。

町
村
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
標
準
保
険
料

率
を
参
考
に
決
定
し
て
い
ま
す
。
今
後

も
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
得
な
が

ら
国
保
運
営
の
健
全
化
に
努
め
て
い
き

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
国
保
税
の
軽
減
措
置
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
9

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
0�

5�

0
‐
1
8
0
8
‐
7
1
6
0
）へ
。

区分 改正前 改正後

基礎課税分

所得割率 6.59% 6.81%
均等割額 2万1,000円 2万2,100円
平等割額 1万8,100円 1万9,100円
課税限度額 65万円 65万円

後期高齢者支援金等
課税分

所得割率 1.95% 2.13%
均等割額 7,900円 8,700円
課税限度額 22万円 24万円

介護納付金課税分
所得割率 1.72% 1.77%
均等割額 1万5,300円 1万5,700円
課税限度額 17万円 17万円

合計

所得割率 10.26% 10.71%
均等割額 4万4,200円 4万6,500円
平等割額 1万8,100円 1万9,100円
課税限度額 104万円 106万円
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